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明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

皆
様
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
健
や
か
な
新

年
を
お
迎
え
の
こ
と
と
お
慶
び
申
し
上
げ

ま
す
。

　
ま
た
、
日
ご
ろ
か
ら
農
業
委
員
会
活
動

に
対
し
ま
し
て
ご
理
解
と
ご
協
力
を
賜
り
、

心
か
ら
厚
く
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　
時
が
経
つ
の
は
早
い
も
の
で
、
改
正
農

業
委
員
会
法
に
よ
っ
て
農
業
委
員
会
が
新

し
い
体
制
と
な
っ
て
か
ら
1
年
半
が
過
ぎ

ま
し
た
。
当
初
心
配
さ
れ
て
い
ま
し
た
農

地
利
用
最
適
化
推
進
委
員
と
の
連
携
し
た

活
動
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
特
長
に
合

わ
せ
た
地
道
な
取
組
に
よ
っ
て
、
少
し
ず

つ
成
果
が
見
え
始
め
て
い
ま
す
。

　
一
方
で
、
わ
が
国
の
農
業
は
農
業
者
の

高
齢
化
や
相
続
未
登
記
農
地
の
増
加
等
か

ら
、
人
と
農
地
に
関
す
る
問
題
が
深
刻
化

し
て
お
り
、
高
知
市
で
も
土
地
持
ち
非
農

家
の
増
加
等
に
よ
り
営
農
条
件
の
悪
い
農

地
を
中
心
に
荒
廃
が
進
ん
で
い
ま
す
。
こ

れ
ら
の
傾
向
は
、
第
一
次
ベ
ビ
ー
ブ
ー
ム

に
生
ま
れ
た
団
塊
の
世
代
が
後
期
高
齢
者

に
な
る
2
0
2
5
年
を
境
に
、
さ
ら
に
加

速
化
す
る
こ
と
が
懸
念
さ
れ
て
お
り
、
6

年
後
以
降
の
農
業
・
農
地
の
姿
に
危
機
感

を
持
っ
て
い
ま
す
。

　
こ
う
し
た
状
況
か
ら
、
全
農
地
の
約
2

割
を
占
め
る
と
い
わ
れ
て
い
る
相
続
未
登

記
農
地
が
農
地
の
集
積
・
集
約
化
を
妨
げ

て
い
る
と
し
て
、
国
は
農
業
経
営
基
盤
強

化
促
進
法
等
の
一
部
を
改
正
し
、
昨
年
11

年
頭
の
ご
あ
い
さ
つ

高
知
市
農
業
委
員
会

会
長
　

大
野
　
哲

❹❶

情報みどりのまち

月
か
ら
施
行
さ
れ
ま
し
た
。

　
こ
れ
に
よ
っ
て
、
農
地
の
共
有
持
分
の

過
半
を
有
す
る
者
が
不
明
な
場
合
、
市
町

村
長
の
要
請
に
よ
り
農
業
委
員
会
の
行
う

共
有
者
の
探
索
と
公
示
を
経
る
こ
と
で
、

農
地
中
間
管
理
機
構
に
貸
し
付
け
ら
れ
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
あ
わ
せ
て
、
共
有

持
分
の
過
半
の
同
意
が
あ
る
場
合
で
も
、

利
用
権
の
設
定
期
間
を
こ
れ
ま
で
の
5
年

以
内
か
ら
20
年
以
内
に
延
長
す
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　
農
地
制
度
の
改
正
や
農
業
者
の
高
齢
化
、

離
農
に
よ
っ
て
農
地
を
め
ぐ
る
さ
ま
ざ
ま

な
問
題
が
複
雑
化
す
る
中
で
、
農
業
委
員

会
の
役
割
も
増
加
す
る
傾
向
に
あ
り
ま
す
。

今
後
、
農
業
委
員
会
と
し
て
何
が
で
き
る

の
か
を
考
え
る
と
不
安
は
つ
き
な
い
と
こ

ろ
で
す
が
、
一
つ
ひ
と
つ
の
取
組
や
成
果

を
重
ね
、
農
業
者
や
地
域
の
期
待
に
少
し

で
も
応
え
て
い
く
こ
と
が
大
切
だ
と
考
え

て
い
ま
す
。

　
地
域
の
皆
様
の
お
力
添
え
や
励
ま
し
の

お
言
葉
を
い
た
だ
き
な
が
ら
、
こ
の
1
年

気
持
ち
を
新
た
に
頑
張
っ
て
ま
い
り
ま
す

の
で
、
ど
う
か
今
後
と
も
当
委
員
会
へ
の

な
お
一
層
の
ご
指
導
、
ご
協
力
を
賜
り
ま

す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
と
と
も
に
、

皆
様
の
ご
健
康
と
ご
多
幸
を
お
祈
り
申
し

上
げ
、
新
年
の
ご
あ
い
さ
つ
と
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
。

空き家付き農地制度などについて学ぶ

「高知市農業を考える集い（移動農業委員会）」にご参加ください

雲南市農業委員会へ視察研修

　高知市農業委員会では、農業者の皆さんの声を聞き、

地区の現状と問題点を共有するとともに、高知市の農業

行政をはじめさまざまな施策への理解を深めてもらうこ

とを目的に、「農業を考える集い（移動農業委員会）」

を開催しています。今年も２月から各地区で開催します

ので、ぜひご参加ください！

　高知市農業委員会は、平成30年8月28日に島根県雲南市農業委員会（加藤一郎会長）を訪問し、

同委員会の先進的な取組について研修を行いました。

　雲南市は、遊休農地対策として、空き家と周辺の遊休農地をセットで売買する場合、農地法に基

づく農地取得の下限面積を引き下げて全国最小の1アールに設定し、農地の取得を希望する移住者

のニーズに応える取組で全国的に注目されています。

　研修では、制度実施までの経過や活用事例など詳しい

取組内容を紹介いただいた後に質疑応答となり、制度の

効果や課題などについて、高知市農業委員、農地利用最

適化推進委員から多くの質問が出ていました。

　そのほか農地パトロールの実施状況など、お互いの活

動事例を交えながら活発な意見交換ができ、今後の農業

委員会活動の参考となる有意義な研修となりました。

こんなときに経営移譲年金が支給停止になります
～実体を伴った経営移譲が必要です！～

　経営移譲年金は、後継者または第三者へ経営移譲することにより受給できる年金であり、単に農

地等の権利名義を変えるだけでなく、実体を伴った経営移譲であることが必要です。

1　受給者が農業経営を再開した場合

（例）①受給者が新たに農地等を取得したとき　

　　　②下記（※）の名義が受給者本人になっているとき

（※）農業所得の税務申告者、経営所得安定対策の申請者、農業共済、人・農地プランの中心経営

体、認定農業者等

2　農地所有適格法人（旧農業生産法人）の組合員、社員、または株主になった場合

3　後継者等に貸し付けて経営移譲した農地等の返還を受けた場合

（例）①後継者が農業経営を廃止したとき　　

　　　②後継者が耕作できない遠隔地に転出したとき　

　　　③農地等を転用したとき　

　　　④農地等を第三者に売ったとき

4　現況届を提出しなかった場合

支給停止にならない場合もありますので、詳しくは農業委員会（℡823-9484）にお尋ねください。

注意！



❷❸

4月1日から非農地証明書の取扱いが変わります

　高知市農業委員会では、非農地証明書交付の事務処理要領を見直し、4月から新たな運用を始め

ます。非農地証明書の申請から交付までの手続きは、4月1日から下図のように変更となります。

　詳しくは農業委員会（TEL823－9484）までお問い合わせください。

　昨年の農業経営基盤強化促進法の改正によって、共有持分の過半を有する者の同意によって、設

定することができる賃借権等の存続期間の規定が変更となりました。これまで、存続期間の上限は

5年とされていましたが、今後は20年までの期間で賃借権等を設定できることとなります。

　また、相続未登記農地等は、共有者の探索などが妨げとなって農地の集積・集約化を阻む原因と

なっていましたが、共有持分の過半を確知することができない共有者不明の農地は、固定資産税等

を負担している者等が農地中間管理機構に貸し付けできるよう、農業委員会の探索と公示を経て、

不明な共有者の同意を得たとみなすことができる取り扱いになりました。

非農地証明書とは？

　登記簿上の地目が「田」や「畑」で

あり、何らかの理由で非農地の状態が

長期間続いている土地について、一定

の要件を満たしてる場合には、土地所

有者の申請により、農業委員会におい

て現地が既に農地ではないことを証明

する「非農地証明書」を交付していま

す。

　この手続きは、農地法上の転用許可

を適用しないことが適当と認められる

土地で非農地である一定要件を満たし

ている場合に限り、農地法と不動産登

記法の円滑な運用を目的として、証明

書の交付を行うものです。

　平成30年10月24日、高知市農業委員会は「平成31年度における高知市農業施策等に関する意見書」

を岡﨑市長に手渡しました。意見書の主な内容は次のとおりです。

１　農地等の利用の最適化の推進に関する要望
　　担い手への農地利用の集積・集約化に関する要望

　　　「人・農地プラン」への取組強化、耕作道整備等による優良農地確保のための支援など

　　耕作放棄地の発生防止・解消に関する要望

　　　拡大する有害鳥獣被害に対する防止対策の拡充、竹林被害対策を担当する部署の設置

　　新規参入の促進に関する要望

　　　新規就農者等に提供する中古ハウスの確保と仕組みづくり、中山間地域の農業経営を持続させ

るための取組など

２　高知市の農業発展に関する要望
　　市街化区域内農地保全のための生産緑地制度の導入、学校給食米の全量高知市産使用・市単

独の支援事業創設、高齢者施設等の市内事業所への高知市産農

産物の販路拡大、農業振興地域整備計画の変更手続きの改善な

ど

３　国・県への要望
　　食料自給力向上のための施策の拡充、農業次世代人材投資事

業の制度見直し、春野地域における新川川流域の治水対策の早期

完成など

　意見書（全文）については、高知市のホームページに掲載しています。

　平成30年11月27日に、市議会からのお力添えもいただいて、農業委員会と高知市議会議員との意見

交換会を行いました。

　この会は、農業委員会が市長に提出した意見書の要望事項実現に向けて、市議会議員のお力添え

をいただくために昨年度から開催されているもので、今年度は第２回の開催となりました。

　当日は、新規就農者等に提供する中古ハウスの確保と仕組みづくりや、中山間地域の農業経営に対

する支援、学校給食米の全量高知市産使用などを中心に意見交換を行いました。農業委員、市議会議

員双方から活発な発言があり、高知市の農業が抱える課題についてお互いの認識を深めることができ

ました。

　農業委員会の大野会長は「大変有意義な会となった。この意見交換会が途切れることのないよう、

今後も引き続き開催をお願いしたい。」と述べ、これを両者が確認して閉会しました。

所有者不明の農地を農地中間管理機構に貸し付け可能に

農業経営基盤強化促進法が改正

〈 所有者不明農地の利活用のための新制度の流れ 〉

平成31年度における高知市農業施策等に関する意見書を提出

農業委員会と市議会議員との意見交換会を実施

（申請者）
農業委員会に提出

書類審査

現地調査
農業委員・農地利用最適化推進委員

非農地証明書の交付
※証明書の交付ができない場合は返戻通知書で通知

農地総会
（証明の可否決定）

議案として協議･調整（事前審査会）

慎重に審議する必要がある
と認められる土地
慎重に審議する必要がある
と認められる土地

（毎月15日を基準に整理）付議

農業委員会

事務局長による

専決処理

明らかに農地でないと
認められ、特に問題と
なる事項がない土地

概
ね
２
週
間
以
内

原
則
毎
月
５
日
開
催

（
改
正
前
5
年
）

20
年
以
内
の
利
用
権
設
定

農
地
中
間
管
理
機
構
へ
の

20
年
以
内
の
利
用
権
設
定

農
用
地
利
用
集
積
計
画

市
町
村

市
町
村

農
業
委
員
会

共
有
者

（
所
有
者
）

判
明
し
て
い
な
い
場
合　

の
過
半
が

共
有
者

（
所
有
者
）

判
明
し
て
い
る
場
合　

の
過
半
が

農
用
地
利
用
集
積
計
画

市
町
村

農
業
経
営
基
盤
強
化
促
進
法

新設

作成 公告

作成

探索

公示
探索の

要請 公告

その他（農地中間

管理機構や農委主

導の場合）

所有者(共有者)が

貸したい場合

担い手が

借りたい場合

平成30年

11月16日から施行


